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福山市 農林整備課 ℡ ９２８－１０３６ 松永建設産業課 ℡ ９３０－０４０７
北部建設産業課 ℡ ９７６－８８１０ 新市出張所 ℡ ０８４７ー５２－５５６２
神辺建設産業課 ℡ ９６２－５０１５ 沼隈建設産業課 ℡ ９８０－７７１１

広島県農林水産局 ため池・農地防災担当 ℡ ０８２－５１３－３６５５

平成30年７月豪雨では，多くの農業用ため池が被災し，下流への甚大な被害も
発生しました。このため，農業用水の確保と決壊による災害の発生防止を目的と
した「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。

Ｑ どのようなため池が，届出の
対象になるのでしょうか。

Ｑ いつから届出するのでしょうか。
また，期限はありますか。

Ｑ どのようなことを届出するので
しょうか。

農業用に利用されるため池は，すべて 対象になります。

また，現在使用されていなくても，利用できる状態のため
池についても，届出が必要です。

ため池の名称，所在地，管理者の氏名等に加え，ため池
の規模等を記入して届出します。
詳しくは，裏面の様式をご覧ください。

令和元年１０月１５日（火）から，ため池の所在する市町へ
届出をしてください。また，届出は令和元年１２月末までに
提出していただく必要があります。

Ｑ 届出の提出は，だれがするの
でしょうか。

届出は，ため池の所有者，又は管理者の方から提出して
いただくことになります。
※管理者とは，ため池の操作，修繕などを行う方です。



 

 

 

 

 

 


